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開    会 

 

○笹瀬会長 ただいまから電波監理審議会を開会いたします。本日の９月期会

議は、委員各位のスケジュールの状況を踏まえまして、電波監理審議会決定第

６号第５項のただし書に基づきまして、委員全員がウェブによる参加とさせて

いただきました。 

 本日の議題に関しましては、お手元の資料のとおり、諮問事項が４件、報告

事項が３件となっております。 

 それでは、まず総合通信基盤局の職員の方に入室いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

（総合通信基盤局職員入室） 

○笹瀬会長 よろしくお願いします。 

 

諮問事項（総合通信基盤局） 

 

（１）電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正する省令案（時分割多元

接続方式広帯域デジタルコードレス電話の高度化等に係る制度整備） 

（２）周波数割当計画の一部を変更する告示案（時分割多元接続方式広帯域デ

ジタルコードレス電話の高度化等に係る制度整備） 

 

○笹瀬会長 それでは議事を開始いたします。 

 諮問第２２号「電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正する省令案（時

分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の高度化等に係る制度整備）」

と、諮問第２３号「周波数割当計画の一部を変更する告示案（時分割多元接続
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方式広帯域デジタルコードレス電話の高度化等に係る制度整備）」につきまし

て、小川移動通信課長及び中村電波政策課長から御説明をよろしくお願いいた

します。 

○小川移動通信課長 それではまず、諮問第２２号につきまして、移動通信課

の小川から御説明申し上げます。 

 諮問第２２号説明資料を御覧ください。 

 まず、１の諮問の概要でございます。デジタルコードレス電話の無線局は、

１.９ＧＨｚ帯を使用する免許を要しない無線局として、自営ＰＨＳ方式、ＤＥ

ＣＴ方式及びＴＤ－ＬＴＥ方式の３方式が周波数を共用して使用しております。

このうち、ＤＥＣＴ方式及びＴＤ－ＬＴＥ方式においては需要拡大が続いてい

る状況であり、また、大容量通信の需要もあることから、周波数の増波や広帯

域化が求められているところでございます。一方、同一帯域を使用しておりま

した公衆ＰＨＳが本年３月末にサービスを終了しておりまして、総務省では、

１.９ＧＨｚ帯のさらなる有効利用を図るため、デジタルコードレス電話の高

度化に向けた技術的検討を行ってまいりました。 

 本年５月２５日に情報通信審議会からの一部答申を受けたところでございま

して、これを踏まえまして、ＤＥＣＴ方式及びＴＤ－ＬＴＥ方式のデジタルコ

ードレス電話の周波数の増波及び広帯域化に向け、関係規定の整備を行うもの

でございます。 

 ２の改正概要でございます。（１）の電波法施行規則及び（２）の無線設備規

則について一部改正を行うものでございます。必要的諮問事項をゴシック体で

書いておりますが、４点ございます。この説明については、後ほど概要資料の

ほうで御説明申し上げます。 

 続きまして、２ページの３の施行期日でございます。答申をいただいた場合

は、速やかに関係省令を改正予定でございます。 
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 ４の意見募集結果でございますが、本件の意見公募の手続につきましては、

本年７月７日から８月７日までの期間において実施済みでございます。２件の

意見が提出されておりますが、本件諮問に係る意見の提出はございませんでし

た。 

 続きまして、３ページを御覧ください。まず改正の概要について御説明申し

上げます。 

 １ポツ目は御説明のとおりでございます。 

 ２ポツ目でございますが、ＤＥＣＴ方式につきましては、２０１０年の導入

時の普及予測５,０００万台を上回る台数が既に出荷されている状況でござい

まして、２０２５年頃には導入時想定の倍程度、９,０００万台の普及が見込ま

れており、周波数の増波が望まれているところでございます。 

 また、ＴＤ－ＬＴＥ方式については、新たにインフラ分野での機械的監視・

制御あるいは端末の映像伝送など、大容量通信の利用ニーズに対応するため、

広帯域システムの導入が望まれているという状況でございます。 

 こうした中、公衆ＰＨＳサービスが終了したことから、周波数帯のさらなる

有効利用を図るために、周波数の共用条件等、必要な技術的条件について検討

を行ったものでございます。 

 ４ページを御覧ください。本件の技術的条件の概要について御説明申し上げ

ます。真ん中に周波数の帯が書いてございますが、このうちの真ん中のオレン

ジ色の部分がデジタルコードレス電話の無線局が使用している周波数帯でござ

います。この周波数帯の上下に「公衆ＰＨＳ」と書いてある部分がございます

が、この周波数帯が２０２３年３月末でサービスを終了しておりまして、この

空いた周波数帯につきまして、情報通信審議会の答申をいただきまして、デジ

タルコードレス電話の周波数の追加等について検討を行ったものでございます。 

 この周波数帯の２つ下を御覧いただければと思いますけれども、広帯域デジ
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タルコードレス電話のうち、ＤＥＣＴ方式につきましては、公衆ＰＨＳの周波

数帯の下側、Ｆ７からＦ０と書いてございますけれども、赤い点線でくくった

「今回追加」と書いてある部分が、今回、周波数の増波を行う部分でございま

す。 

 また、その下のデジタルコードレス電話につきましては、公衆ＰＨＳの上側

の周波数帯のところ、図で申し上げますと緑色の部分でございますけれども、

５ＭＨｚシステムにつきまして周波数帯を新たに追加すること、それから、１

０ＭＨｚシステムにつきましては、従来の５ＭＨｚの周波数帯と合わせまして、

１０ＭＨｚシステムの導入を可能としたものでございます。 

 ５ページ目を御覧ください。そのほかの制度整備の関係でございますが、上

から順に、技術基準適合証明等の未取得機器を用いた実験等の特例制度につき

まして、今回追加した周波数帯を追加すること。それから、ＤＥＣＴ方式のデ

ジタルコードレス電話親機の可搬利用の緩和、ＤＥＣＴ方式及びＴＤ－ＬＴＥ

方式のデジタルコードレス電話のキャリアセンスのタイミング条件の緩和、Ｄ

ＥＣＴ方式の子機間相互通信で使用する周波数帯域の拡張。最後に、ＤＥＣＴ

方式の列車、船舶及び航空機における利用の緩和等について併せて措置するこ

ととしております。 

 ６ページでは、今回の技術的条件について変更部分を赤字で示しているもの

でございますが、説明を省略させていただきます。 

 また、７ページでございますが、今回の省令の改正に伴いまして、省令に基

づく告示の改正について、その一覧を示してございますが、こちらのほうも説

明を割愛させていただきます。 

 続きまして、８ページでございますが、本件に関します意見募集に対して提

出された意見とそれに対する総務省の考え方でございます。先ほど御説明申し

上げましたように、本件諮問に係る省令案についての意見の提出はございませ
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んでした。省令案に基づく告示案についての意見、修正意見が出されておりま

すが、これについては全て意見のとおり反映するということとしてございます。 

 続きまして、１０ページ以降、参照条文、諮問書、省令案をおつけしてござ

いますが、説明を割愛させていただきます。 

 諮問第２２号については、説明は以上でございます。 

○中村電波政策課長 それでは続きまして、電波政策課長の中村でございます。

諮問第２３号、周波数割当計画の一部を変更する告示案につきまして御説明さ

せていただきます。 

 本件でございますが、先ほど説明のありました諮問第２２号と同様に、広帯

域デジタルコードレス電話の高度化等に関する規定の整備を行うものでござい

ます。 

 資料の２ページ目、御覧いただければと思います。このページの下段にござ

いますとおり、周波数割当計画のうち、デジタルコードレス電話の周波数を規

定する別表８－６を変更いたしまして、今回追加いたしますＤＥＣＴ方式、そ

れから、ＴＤ－ＬＴＥ方式のチャネルに対応いたします周波数を記載するもの

でございます。 

 また、公衆ＰＨＳにつきまして、本年３月末をもってサービスが終了してご

ざいますので、この公衆ＰＨＳの周波数を規定した別表８－７については削除

することとしてございます。 

 恐縮ですが、資料の１ページ目、お戻りいただきまして、３ 施行期日の部

分でございます。もし答申をいただけましたら、速やかに周波数割当計画を変

更したいと考えているところでございます。 

 また、本件についての意見募集についてでございますが、諮問第２２号の省

令改正案と同じ時期に意見募集を行いました。この周波数割当計画の一部変更

案に関する意見は特にございませんでした。 
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 以上、諮問第２３号の御説明でございます。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○笹瀬会長 小川課長、中村課長、どうもありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見等ございますでしょうか。大久保会長代理、いか

がでしょうか。 

○大久保代理  

 １件お伺いします。ＤＥＣＴ方式に関して、当初の想定以上の増加が見込ま

れるということが記載されています。今後のニーズの見通しを立てるのは難し

いと思いますが、今回の追加で、当分、例えば今後５年間程度の増加に対応で

きるものかどうか。その辺りの見通しに関して、コメントがあればお聞きした

いと思います。 

 以上です。 

○小川移動通信課長 御質問ありがとうございます。御指摘のとおり、導入当

初の普及予測を上回る台数の出荷がされているという状況でございますが、今

回の周波数の増波によりまして、普及状況を鑑みまして、当面の周波数需要に

ついては対応できるものと考えてございます。 

○大久保代理 大久保です。当面というのはいつまでとは、なかなか言いづら

いとは思いますが、現時点での見通しとして、今後数年内にさらなる対応は必

要ないという判断ということでよろしいでしょうか。 

○小川移動通信課長 御認識のとおりでございます。 

○大久保代理 分かりました。ありがとうございました。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 ありがとうございます。長田です。ニーズに対応した適正な改正

及び変更だと思いますので、賛成いたします。 
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○笹瀬会長 ありがとうございました。 

 林委員、いかがでしょうか。 

○林委員 林でございます。私も適切な改正及び変更だと思います。異存ござ

いません。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。 

 矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 私も適切な改正だと考えておりますので、異存ございません。賛

成いたします。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。 

 私から１点お聞きします。諮問２２号で、４ページ目の図を見ていただくと、

ＬＴＥ方式を使うときに５ＭＨｚのシステムと１０ＭＨｚがありますが、これ

は既に５ＭＨｚのほうは、高い周波数のほうはもう既に割り当てられているの

で、１０ＭＨｚを使う場合に関しては少し詰めて送るという認識でよろしいで

しょうか。 

○小川移動通信課長 御質問ありがとうございます。御指摘のとおり、５ＭＨ

ｚシステムと周波数を共用する形で、この１０ＭＨｚシステムを使うというこ

とでございます。 

○笹瀬会長 分かりました。そうすると、５ＭＨｚの場合に関しては、５ＭＨ

ｚのユーザーが２人いるということで、少しガードバンドが入るが、１０ＭＨ

ｚの場合は、周波数はちょっとずらして、まとめて使うという理解でよろしい

ですね。 

○小川移動通信課長 はい。御理解のとおりで結構でございます。 

○笹瀬会長 分かりました。以上です。私もシステムとしては非常にいいシス

テムだと思います。 

 ほかに何か御質問、御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 
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 それでは、諮問第２２号、２３号は、諮問のとおり改正及び変更することが

適当であるという旨の答申を行います。どうもありがとうございました。 

 

（３）無線設備規則の一部を改正する省令案（２.４ＧＨｚ帯小電力データ通信

システムの技術基準の見直し） 

 

○笹瀬会長 それでは、続きまして諮問第２４号「無線設備規則の一部を改正

する省令案（２.４ＧＨｚ帯小電力データ通信システムの技術基準の見直し）」

につきまして、小倉基幹通信室長から御説明よろしくお願いいたします。 

○小倉基幹通信室長 基幹通信室長の小倉でございます。どうぞよろしくお願

いします。 

 諮問第２４号について御説明させていただきます。 

 ２.４ＧＨｚ帯小電力データ通信システムの技術基準の見直しということで

して、１の諮問の概要にありますとおり、令和４年の規制改革推進会議からの

指示事項に対応するため、昨年度実施されました検討会、これの報告を踏まえ

まして、２.４ＧＨｚ帯小電力データ通信システムの技術基準を見直すという

形で、無線設備規則の一部を、所要の改正を実施するということに関して諮問

させていただく内容でございます。 

 こちらの施行期日に関しましては、速やかに改正するということでございま

して、意見募集の結果ということが下に書いてありますが、意見の提出は６件

ございました。後ほど触れさせていただきます。 

 それでは、背景について御説明させていただきますので、２ページの資料を

お開きいただければと思います。今回の技術基準の見直しの検討の背景でござ

いますが、昨年５月に開催されました規制改革推進会議における答申におきま

して、日本と欧米における認証に必要な技術基準ですとか、試験項目等の差異
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を特定して、欧米基準の試験データの活用等による認証の効率化について検討

を行うという実施事項が記載されました。 

 これを踏まえまして、昨年度、試験項目や測定方法等の差異についての検討

会を実施し、さらに情報通信審議会の下でアドホックグループを設置して、技

術基準の見直しに関して議論を進めまして、昨年度末に検討会の報告書として

公表しております。 

 この２.４ＧＨｚ帯の無線ＬＡＮ等の認証手続について、その技術基準への

適合性を示す試験等の代替手段として、欧州または米国の認証取得を目的とし

て実施された試験データ等の活用可能性について、この検討会等で検証、調査

を行ったという内容でございまして、その検討結果の概要が、資料３ページの

表にまとめさせていただいております。 

 こちらにございます表の項目は２.４ＧＨｚ帯の技術基準の項目でございま

すが、右から２つ目にありますとおり、技術基準について、見直しをするもの、

削除可能としているもの、それから、引き続き必要としているものとで分けて

ございます。削除可能としているもの等の考え方については、次のページで御

説明させていただきますが、いずれにしましても、技術基準として必要として

いるものに関しましても、試験レポート等ですとか、試験データの活用によっ

て効率化を図るというような対応を図ってございます。 

 それでは、見直しの考え方を４ページで御説明させていただきます。技術基

準の基本的な考え方といたしましては、無線設備に関しましては、もちろん一

定の基準や機能の要件を満たしていなければならないわけですけれども、その

基準に達していなければ、他局への妨害が必至となりまして、厳格な基準が要

求されます。 

 一方で、ＩＴＵですとかＩＥＥＥなどの規格と整合させ、国際的な調和を図

って、また、技術の進歩に対応することも非常に大事だという形になります。
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その上で、見直しの考え方でございますが、今回の見直し要望があった２.４Ｇ

Ｈｚ帯を使用するのは、主に無線ＬＡＮですとかＢｌｕｅｔｏｏｔｈという内

容でございます。この帯域におきましては、５ＧＨｚ帯や６ＧＨｚ帯とは異な

りまして、気象レーダー等の重要無線、通信の相手方との調整、こういったも

のが必要なく、かつ、基本的なＩＳＭバンド、代表的な例で言えば電子レンジ

等でございますが、そういったところに利用されている帯域でございますので、

実質的な影響の度合いは低いだろうということで、この技術基準も見直しを図

るいい機会だということで、再検証を行ったという形でございます。 

 下、２段落にも書いておりますが、ほかの無線局への妨害排除など電波監理

上の観点に重きを置きつつも、国民の恩恵になり得るかということで項目を検

証させていただきまして、電波利用の秩序を維持するために必要な項目は残し

つつも、干渉を与えるおそれが著しく少ない項目については可能な範囲で基準

から削除するというような対応を図ったところでございます。 

 見直しの代表的な例ということで、分かりやすい例を下に書かせていただい

ております。空中線電力の許容偏差では、これまで上限下限を規定上設けてい

たという形になりますが、この上限の規定を、赤い丸にあるように、なくして

しまうと通信エリアが広くなるということで、混信のおそれが高まるだろうと

いう一方で、逆に下限の規定をなくしたとしても、通信エリアが狭くなって、

そういった対応する商品が販売されることに関してはメーカーの御判断になる

かと思いますが、他の無線局との共用には影響がないということで、こういっ

た基準までは設定しておく必要がないということで、削除することを可能とい

うような考え方を取っております。 

 以下は参考資料で、５ページから９ページにかけて、それぞれの項目に関し

て、見直しの考え方、それぞれについては説明を割愛させていただこうかなと

思いますが、他のシステムへの干渉等が起きない、共用が可能であるというも
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のかどうかという観点から、削除、見直し等の判断を実施しているものでござ

います。 

 参考資料の１０ページをお開きいただければと思います。２.４ＧＨｚ帯無

線ＬＡＮ等の試験方法の見直しということで、今回の設備規則の改正に合わせ

て試験項目も一部削除しておりますが、試験方法、試験項目の見直し等につい

ても、またこれは告示等で実施していくという形になってございます。試験項

目の見直しの例としましては、例えばキャリアセンス機能に関して試験時の入

力信号を任意の変調に変更するということを可能とするとか、一般的な事項の

見直しということで、（２）②にありますとおり、電源電圧に関しても、試験機

器の電源部に安定化回路の具備をしていれば、定格電圧のみの測定を可能とす

るというような見直しも図ってございます。 

 １１ページに関しましては、規制改革推進に関する答申ですので、こちらも

説明は割愛させていただきます。 

 １２ページ以降でございますが、今回の省令案等に関する意見募集に対して

提出された意見と総務省の考え方でございますが、今回のパブリックコメント

の対象としていた省令案に関しましては、基本的に御賛同いただいているとい

うふうに我々は認識してございます。 

 資料１７ページが参照条文、１８、１９ページ以降が諮問書、それから、省

令の改正案になってございますので、こちらも説明は割愛させていただきたい

と思います。 

 以上、諮問第２４号の説明でございました。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○笹瀬会長 小倉室長、どうもありがとうございました。 

 それでは、質問をよろしくお願いします。 

 私から１点よろしいでしょうか。 
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○笹瀬会長 今回の事案に関しては、これは２．４ＧＨｚ帯で昔から使われて

いる周波数、無線ＬＡＮで使われている周波数帯ですが、無線ＬＡＮは５ＧＨ

ｚ帯とか高いところも使われており、これらに関しては、別途検討するという

理解でよろしいでしょうか。 

○小倉基幹通信室長 御質問ありがとうございます。先ほど、資料の４ページ

のほうで２.４ＧＨｚ帯、今回の改正の見直しを図った趣旨についても少し御

説明させていただいたと思いますが、会長がおっしゃっていただいたように、

５ＧＨｚ帯、６ＧＨｚ帯の見直しに関しては今後また、例えば６ＧＨｚ帯に関

しましては、今後、新たな帯域に関する拡張に向けた検討の中の過程において、

今回の試験項目、基準の見直し等も含めた検討を改めて並行して検討していく

というような形で、今回のような効率化の観点も含めて、今後、そういった検

討の過程で見直しを図っていくことが適切であろうと考えております。 

○笹瀬会長 分かりました。ありがとうございます。今、２.４ＧＨｚ帯はＩＳ

Ｍバンドなので広く使われていて、もともといろいろな、電子レンジとか、あ

ちこちで使われているところで干渉を抑えるということなので、問題ないと思

うのですが、５ＧＨｚ、６ＧＨｚになると、気象レーダー等の地上の固定局等

がありますので、干渉が多少問題になると思いますので、ぜひよろしくお願い

いたします。 

 私から以上です。 

 それでは、大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 適切な見直しだと思います。また、これからもこのような差異

については、国際的な調和と、我が国の電波利用の状況等とのバランスの中で

適切に対応して頂きたいと思います。 

 以上です。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。 
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 それでは、長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 私からは特にございませんが、賛成いたします。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。 

 林委員、いかがでしょうか。 

○林委員 私も無線ＬＡＮ等の欧米基準試験データの活用の在り方に関する検

討会の取りまとめを踏まえた適切な見直しだと思います。賛同いたします。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。 

 矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 私も見直しの内容自体には特段異存ございません。賛成いたしま

す。 

 １点確認ですけれども、今回の技術基準の見直しによって、事業者のほうに

過度な負担が生じることはないという理解でいいんでしょうか。その点だけ、

念のために確認いたしたいと思います。 

○内藤電波環境課長 電波環境課長の内藤でございます。今回の件は、既存の

枠組みを大きく変えるものではございませんで、あくまでも、欧米の試験デー

タも受入れ可能とするというものですので、これによって何か認証を申請する

者にとって追加的な負担がかかるものではなく、むしろ、欧米でやった試験結

果を日本にも流用できることによって認証試験費用の低減につながることを期

待するものでございます。このため、負担の追加ではなく、むしろ軽減につな

がるものと考えております。 

○矢嶋委員 どうもありがとうございました。 

 私からは以上です。 

○笹瀬会長 よろしいでしょうか。ほかに質問等ございませんでしょうか。 

 それでは、諮問第２４号は諮問のとおり改正することが適当であるという旨

の答申を行います。どうもありがとうございました。 
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（４）特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令

案（グローバルスターシステムへの対応） 

 

○笹瀬会長 それでは、続きまして、諮問第２５号「特定無線設備の技術基準

適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案（グローバルスターシステム

への対応）」につきまして、臼田認証推進室長から御説明をよろしくお願いいた

します。 

○臼田認証推進室長 認証推進室長の臼田でございます。よろしくお願いいた

します。 

 それでは、諮問第２５号について説明させていただきます。 

 本件は、移動衛星通信システムであるグローバルスターシステムへの対応と

いうことで、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正す

る省令案でございます。 

 １ページ目の諮問の概要でございますが、御案内のとおり、特定無線設備の

技術基準適合証明等に関する規則につきましては、小規模な無線局に使用する

ための特定無線設備が、いわゆる技適証明、それから、工事設計認証、あるい

は、技術基準適合自己確認をもちまして、適合表示無線設備となりますと、こ

の無線設備に対して、包括免許等といった免許の特例を認めることで、免許手

続の簡素化、それから、免許申請の負担の軽減というものを図り、製品の迅速

な市場投入を図るものでございます。 

 そこで、今回、対応の話でありますけども、グローバルスターシステムにつ

きましては、既に平成２９年にそのときの事業参入のニーズを踏まえまして、

無線設備規則で技術的条件が既に規定されております。それを踏まえまして、

この証明規則におきましても、技術基準適合証明、それから、工事設計認証の
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対象となる特定無線設備として、もう既に追加されております。 

 その後、昨今、海外におきまして、このグローバルスターシステムを携帯電

話端末の中に収める、同一の筐体に収めて利用するという例が普及してきてお

りまして、このような事例が我が国においても同様の利用が想定されてきてい

るところでございます。 

 このような状況を踏まえまして、今般、携帯電話等と同一の筐体に収められ

ているグローバルスターシステムを技術基準の自己確認の対象設備である特別

特定無線設備に追加する省令改正を行うものでございます。 

 それでは、具体的に中身の説明をさせていただきたいと思います。４ページ

目を御覧くださいませ。こちらは、冒頭で説明いたしました基準認証制度の流

れを可視化したものでございます。図の真ん中辺りに、③で技術基準適合自己

確認という流れがあります。今回こちらにグローバルスターシステムを追加す

るといったものでございます。 

 続きまして、５ページ目でございます。この基準認証の対象となる特定無線

設備といったものがどういったものがあるのかということでまとめたものでご

ざいます。表の左側に、主な特定無線設備ということで、携帯電話端末、ＰＨ

Ｓ、それから、小電力データ伝送システム、いわゆる無線ＬＡＮということで、

２.４ＧＨｚ帯であれば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈも含めて対象となっております。

衛星携帯電話につきましても、グローバルスター以外にも、Ｎ－ＳＴＡＲ等の

設備も対象になっております。 

 右側の表に行きますと、特定無線設備の中で、自己確認ができる設備として

既に認められているものには、端末そのものとして、携帯電話、ＰＨＳという

ものが認められておりまして、携帯電話の中に、端末と同一の筐体に収められ

るものとして認められているものが、無線ＬＡＮといったものが認められてい

るということでございます。今回ここにグローバルスターシステムが入るかど
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うかというのを検証していくということになります。 

 ６ページ目を御覧くださいませ。これはグローバルスターシステムというの

がどういったものなのかというものです。平成２９年に認めているものですけ

れども、こちらにつきましては衛星携帯電話というのと、それから、位置情報

サービスで使う端末というのがそれぞれ認められております。携帯衛星電話に

つきましては、複信方式ということで、周波数は携帯の基地局、地球局の制御

信号により自由に選択されるというものであって、位置情報の端末につきまし

ては、単向通信方式ということで、周波数をあらかじめ設定されているといっ

た形でございます。こちらにつきましては、特定の無線設備として、技術基準

適合証明、または、工事設計認証が認められているといったところでございま

す。 

 ７ページ目をお願いいたします。こちらでグローバルスターシステムを自己

確認の対象設備にするということで検証しております。冒頭から申し上げてご

ざいますが、既に証明規則では自己確認といたしましては、携帯電話端末、そ

れから、携帯電話端末等と同一に収められている無線ＬＡＮというものが自己

確認であると先ほど以来御説明させていただきましたが、グローバルスターシ

ステムにつきましては、まだ、自己確認の対象になっていないということで、

このグローバルスターシステムが携帯電話端末に収められますと、グローバル

スターシステムを除く部分につきましては、メーカーが自己確認できるんです

けれども、グローバルスターシステムの部分につきましては、登録証明機関で

工事設計あるいは技適の証明を取得しなければならないということになります。

そうしますと、時間や費用がかかってしまいますので、どうしても製品の迅速

な市場投入ができなくなります。 

自己確認の検証をするに当たりまして、左の四角に囲った検証事項、電波法

の３８条の３３の規定で検証させていただきました。 
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 グローバルスターシステムにつきましては、既に特定無線設備に入っており

ます。 

しかしながら、このシステム、先ほど単体、携帯電話端末等、それから、位

置情報の端末を見ていただきましたが、衛星携帯の端末につきましては、携帯

の地球局の支配下にありますので、他の無線局に混信を与えない構造になって

いるという形になりますが、位置情報の端末につきましては、自ら電波を自由

に発射してしまうといったことで、どうしても他の無線局に影響を与える可能

性が出てきてしまうといったことで、自己確認の１号設備に追加するというこ

とは適当ではないのではないかと考えております。 

 しかしながら、このシステムにつきましては、携帯電話の電波が届かないよ

うなところ、山間部での利用が想定されますということで、他の無線局への混

信が起きにくいということと、実際に携帯端末と一緒に同一に収められれば、

既に無線ＬＡＮでもそうですけれども、無線局の運用者と直接連絡が取れまし

て、発射の停止の指示が容易になるといったことができますので、他の無線局

の運用を著しく阻害するような、また、妨害するようなおそれが少ないと考え

ております。 

つきましては、グローバルスターシステムを特別特定無線設備の２号設備に

追加することが適当であると考えているところでございます。 

 こちらの省令の改正の施行日は、公布の日を予定としております。また、意

見募集につきましては、３件、来ておりますが、賛同するものということと、

いずれも変更を要するものではないといった意見でございます。 

 以上、証明規則の一部を改正する説明でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、御質問等よろしくお願いいたします。 
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 大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 大久保です。適切な対応だと思います。賛成いたします。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。 

 長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 長田です。私も賛成いたします。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。 

 林委員、いかがでしょうか。 

○林委員 私も賛同いたします。よろしくお願いします。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。 

 矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 私も賛同いたします。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。 

 私もこれに賛同いたします。ちょっと質問ですけども、いずれはこういう衛

星を使ったような、こういうシステムがもし携帯電話に入るようになると、順

次、逐次、同じようなプロセスを行うということでよろしいでしょうか。 

○臼田認証推進室長 先生、どうも御質問ありがとうございます。衛星を使っ

た携帯電話端末というのがこれからどんどん普及してくると思います。既に、

衛星電話端末自身は証明規則の中でも規定されておりますが、携帯電話端末と

一緒に収められるような動きというのは出てくるかと思います。こういった状

況下におきまして、総務省の内部でございますけれども、既に検討会を立ち上

げていこうということで検討を始めておりますので、内部の検討、意見を集約

しながら、必要な規則の改正等、環境整備を努めていきたいと考えております。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。了解いたしました。 

 それでは、特にほかに御質問ございませんでしょうか。 

 それでは、諮問第２５号は、諮問のとおり改正することが適当であるという
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旨の答申を行いたいと思います。どうもありがとうございます。 

○臼田認証推進室長 ありがとうございます。 

○笹瀬会長 それでは、次に、移ります。 

 

報告事項（総合通信基盤局） 

 

（１）周波数再編アクションプラン（令和５年度版）（案） 

 

○笹瀬会長 ここからは報告事項です。 

 まず報告事項の１つ目、「周波数再編アクションプラン（令和５年度版）（案）」

につきまして、中村電波政策課長から御説明よろしくお願いいたします。 

○中村電波政策課長 電波政策課長の中村でございます。 

 それでは、御報告事項ということでございまして、令和５年度版の周波数再

編アクションプラン（案）について御説明させていただきます。 

 表紙をおめくりいただきまして、２ページ目を御覧いただければと思います。

平成１６年度以降でございますが、総務省におきましては、毎年、この周波数

再編アクションプランをＰＤＣＡサイクルの一環として策定いたしまして、公

表させていただいているものでございます。 

 本日ですが、概要版を使いまして、ポイントを絞って内容を御説明させてい

ただければと思います。 

 ３ページ目、おめくりいただければと思います。周波数の帯域確保目標に対

する進捗状況について御説明させていただきます。令和３年８月に取りまとめ

られましたデジタル変革時代の電波政策懇談会の報告書におきまして、５Ｇな

どの携帯電話用をはじめといたしまして、２０２５年度末までに約１６ＧＨｚ

幅の無線の帯域確保を目指すことという目標を立ててございます。この目標に
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対してでございますが、これまでのところ、約３ＧＨｚ幅の帯域を確保したと

ころでございます。 

 直近のものといたしましては、御案内のとおり、７００ＭＨｚ帯におけます

狭帯域のLTE-Advancedシステムシステムの導入によりまして、携帯電話向けと

いうことでございまして、３ＭＨｚ×２、６ＭＨｚ幅が追加されているところ

でございます。引き続き２０２５年度末の目標に向けまして、この後、御説明

させていただきます各種の取組によりまして、帯域の確保に努めてまいります。 

 ４ページ目を御覧いただければと思います。今年度のアクションプランにお

けます重点的取組の概要を一覧としてまとめてございます。重点的取組といた

しましては、全体で９項目ございます。このうち、今年度、新しく重点的取組

として追加しているものが３番目、ドローンによる上空での周波数利用、さら

には６番目にございます公共安全ＬＴＥ、いわゆるＰＳ－ＬＴＥの実現、これ

を新しい重点的取組ということで盛り込んでいるところでございます。具体的

な内容につきましては、次ページ以降で御説明させていただきます。 

 ５ページ目でございます。１点目、５Ｇの普及に向けた周波数の確保でござ

います。このページにおきましては、特に６ＧＨｚ以下の取組についてまとめ

てございます。この箱の中、３つ目のポツのところでございますが、４.９ＧＨ

ｚ帯に関しましては、令和７年度末までに５Ｇに割り当てることとしてござい

ます。このため、既存のシステムでございますＦＷＡ、これにつきまして、新

たに登録できる期限を令和７年度末までとするということ。さらに、この４.９

ＧＨｚ帯におけます５Ｇの技術的条件に関しましては、本年度内を目途に取り

まとめたいと考えてございます。 

 また、既存の無線システム、ＦＷＡにつきましては、終了促進措置を活用し

た他の無線システムへの移行などにつきまして検討を進めてまいりたいという

ところでございます。 
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 ６ページ目でございます。５Ｇ向け周波数のうち、６ＧＨｚを超える周波数

帯についてでございます。特にこの２６ＧＨｚ帯、さらには４０ＧＨｚ帯に５

Ｇを導入するということを検討しているところでございます。このため、特に

具体的な周波数ニーズですとか、携帯電話事業者によります、割当て済みの近

い周波数帯でございます２８ＧＨｚ帯の活用状況を勘案しながら、令和７年度

末頃を目途といたしまして、５Ｇへの割当てを目指してまいると、そのため、

今年度より技術試験を開始するという予定で考えているところでございます。 

 ７ページ目を御覧いただければと思います。大きな２つ目の取組、無線ＬＡ

Ｎの高度化と周波数拡張でございます。 

 高度化の１つ目、６ＧＨｚへの広帯域無線ＬＡＮの導入、ＩＥＥＥ８０２.１

１ｂｅ規格とございますが、いわゆるＷｉ－Ｆｉ７を実現するものでございま

す。 

 ９月に情報通信審議会のほうで技術的条件につきまして答申をいただいたと

ころでございますので、今後、制度改正案を作成いたしまして、本年度中を目

途に制度整備を進めてまいる予定でございます。 

 また、このページ、２つ目、５ＧＨｚ帯、６ＧＨｚ帯の上空利用の検討でご

ざいます。現在、この帯域につきましては、屋外での利用ができるものの、上

空利用が認められていないということでございます。 

 次に御紹介する取組とも関連しますが、ドローンでの活用ということを念頭

に置きまして、上空利用の拡大に向けまして検討を進めまして、今年度の末頃

から順次、方向性を取りまとめてまいる予定でございます。 

 ８ページ目、御覧いただければと思います。大きな取組の３つ目、ドローン

による上空での周波数利用でございます。これまで携帯電話のうち、特にＦＤ

Ｄ方式の携帯電話システムにつきましては、今年の４月に高度の制限、高さの

制限なく、上空での利用を可能とするような制度整備を行ったところでござい
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ます。今後、比較的高い周波数となりますが、ＴＤＤ方式を採用しているよう

な４Ｇですとか５Ｇなどにつきましても、上空での利用が可能となるよう検討

を進めてまいります。また、５ＧＨｚ帯、６ＧＨｚ帯の無線ＬＡＮの上空利用

につきましても、先ほど御説明しましたとおり、今年度末から順次、方向性を

取りまとめてまいる予定でございます。 

 ９ページ目でございます。Ｖ２Ｘの検討推進ということでございます。この

Ｖ２Ｘにつきましては、諸外国でも国際的に５.９ＧＨｚ帯にＶ２Ｘを導入す

る方向で検討が進められているところでございます。我が国におきましては、

特にこの５,８９５ＭＨｚから５,９２５ＭＨｚにおきましては、現在、放送事

業用ということで割り当てられていることから、今後、既存の無線システムの

移行先の周波数の確保ですとか、具体的な移行方策の検討、それから、隣接す

るシステムとの周波数共用条件等、こういったようなことの具体的な検討を進

めまして、令和８年度中を目途にＶ２Ｘ通信向けの周波数割当てを行っていき

たいと考えてございます。 

 １０ページ目でございます。非地上系のネットワーク、ＮＴＮの高度利用で

ございます。１つ目といたしまして、いわゆるＨＡＰＳでございます。これま

でも総務省におきまして研究開発を進めてまいりましたが、今年度からは他の

無線システムとの共用検討といったような技術試験を開始してまいる予定でご

ざいます。 

 また、２つ目でございます非静止衛星と携帯電話との、いわゆる直接通信の

早期実現に向けましては、国際的な調和も図りながら、技術的条件ですとか、

免許手続の在り方につきまして、今年度以降、検討を加速化してまいる予定で

ございます。 

 １１ページ目でございます。上段、公共安全ＬＴＥ、ＰＳ－ＬＴＥというふ

うに我々は呼んでございますが、消防ですとか警察あるいは自衛隊といったよ
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うな公共安全機関の円滑な情報共有を目指すシステムということでございまし

て、これまでも関係機関に御参加をいただきながら、マルチキャリア対応です

とか、災害時の優先電話など、災害時に特に必要と見込まれる機能、これを盛

り込んだ技術実証を行ってまいりまして、来年度からの具体的なサービス開始

といったようなことを目指してまいります。 

 また、このページの下段でございます公共業務用無線局につきましては、電

波監理審議会におきましても、電波の有効利用の程度の評価を実施することと

なったことを踏まえまして、令和５年度以降、当面の間、この電波の利用状況

の調査、これを毎年実施いたしまして、きちんとその取組状況につきまして、

フォローアップをしてまいる予定でございます。 

 １２ページ目でございます。Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇ、いわゆる６Ｇの推進でござ

います。これまでもＢｅｙｏｎｄ ５Ｇ推進コンソーシアムといった団体にお

きまして、様々な取組を進めてございますが、令和６年には推進体制の見直し

といったことを進めるほか、令和７年度に開催予定の大阪関西万博におきまし

て、「Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇ ｒｅａｄｙショーケース」ということで展示を行いま

して、６Ｇの実現に向けた取組をきちんとアピール、加速化してまいる予定で

ございます。 

 １３ページ目を御覧いただければと思います。その他の重点的取組というこ

とで、本年度の電波の有効利用の程度の評価におきまして、重点調査対象とな

っておりました無線システムにつきまして、評価結果を踏まえた取組というこ

とで御紹介させていただいております。 

 まず、１点目、６０ＭＨｚ帯の同報系の市町村防災行政無線システムにつき

ましては、デジタル化が進んでいないような自治体に対しまして、このデジタ

ル方式の導入を促すための働きかけを行うということと併せまして、デジタル

化に当たっての課題などを具体的に明らかにするために、調査方法を工夫する
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ことによりまして、この背景となる事情ですとか、そういったことを確認、把

握することが重要であるといったような評価を頂戴いたしました。これを踏ま

えまして、令和６年度の調査に当たりましては、デジタル化に当たっての課題

などの背景となります事情をきちんと確認、把握できるように、調査方法を十

分に工夫してまいる予定でございます。 

 続きまして、ＶＨＦ帯におけます航空移動業務用の無線についてでございま

す。新たな利用によりまして、無線局数ですとか通信量が増加するような場合

には、免許人の方々と協力いたしまして、狭帯域対応設備の導入を促進するこ

とが望ましいということで、狭帯域化に向けたチャンネルプランの検討を着実

に進めていくことが必要という評価を頂戴いたしました。 

 これを踏まえまして、令和７年度の大阪関西万博におきまして運航が予定さ

れている空飛ぶクルマへの適用といったことを念頭に置きまして、今年度以降

順次、先ほどの狭帯域化に向けたチャンネルプランの検討といったことを関係

事業者の方々と調整してまいりたいと考えておるところでございます。 

 また、１４ページ目でございます。重点調査対象以外につきましても評価結

果を踏まえた対応というものを幾つか御紹介させていただいてございます。特

に下から２つ目でございますが、都道府県の防災行政無線につきましては、ア

ナログ方式の減少ほど、２６０ＭＨｚ帯デジタル方式が増加していないという

ことがございますので、実際の移行先につきまして実態を把握すべきというよ

うな評価をいただいてございます。 

 これを踏まえまして、令和５年度のアクションプランにおきましては、次回

の調査、令和６年度の調査におきまして、免許人の周波数移行の方向性を適切

に把握できるよう、調査方法といった部分の見直しを進めてまいる予定でござ

います。 

 また、一番下、中央防災ですとか、災害時連絡用の部内通信など、災害対策
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用の無線システムについてでございますが、年に数回程度、訓練ということで

電波を発射いたしまして、無線局が運用可能な状態にあるかどうか定期的に確

認することが望ましいといった御評価をいただいてございます。これを踏まえ

まして、次年度の利用状況の調査内容の見直しを行っていきたいと考えてござ

いまして、運用状況の適切な把握に努めてまいる予定でございます。 

 １５ページ目は参考情報でございますが、これまでアクションプランと調査・

評価の周波数区分の間で若干の不整合があったということがございますので、

きちんと整合性を図るために、今般、アクションプランのほうと、調査・評価

の周波数区分の見直しといったことも行っているところでございます。 

 最後、１６ページ目でございます。今後のスケジュールでございます。本日、

令和５年度のアクションプランの（案）について御報告させていただきました

が、この後、１１月上旬ぐらいまで意見募集を実施させていただきます。例年

ですと１００件を超えるようなたくさんの意見を頂戴いたしますので、十分な

意見考慮期間を確保いたしまして、意見募集の結果も含めまして、１２月の電

波監理審議会のほうで御報告させていただければと考えてございます。 

 以上、駆け足で大変恐縮でございますが、令和５年度の周波数再編アクショ

ンプラン（案）についての御報告でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○笹瀬会長 中村課長、どうもありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見、よろしくお願いいたします。 

 まず私から、最初にお聞きいたします。４ページ目で、今回は特にドローン、

公共安全ＬＴＥ、ＰＳ－ＬＴＥの実現が追加されたということですが、３番目

のドローンによる上空での周波数利用と、それから２番目の無線ＬＡＮの高度

化とは、かなり関係があるので、無線ＬＡＮのほうも当然ドローンを使って上

空を使う場合、何か制限はあるんでしょうか。例えば４ページ目の表を見ると、
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ページ数で言うと８ページです。８ページを見ると、重点的取組のところで、

いろいろな周波数が、４Ｇ、５Ｇ、ローカル５Ｇ、それからＢＷＡ、無線ＬＡ

Ｎとありますが、ここに関しては、特にウエートをかけずに全部見ていくとい

う理解でよろしいですか。 

 それとも何かニーズと言うんですかね。こういうところで使いたいという要

望があって、特に周波数によって見通しがきけばいいんですけども、上空とい

っても必ずしもいつも見通しがきくわけではないので、そういう面では周波数

を切り替えたり、それから、使いやすい周波数があるので、特にニーズとか、

それから、利用するものに関してドローンによる制限というか、そういうふう

な、どの周波数を使いなさいと、そういう要求は何も今のところはあまり考え

ていないんでしょうか。 

○中村電波政策課長 はい。ありがとうございます。８ページ目のところでご

ざいますが、例えば先生御指摘のとおり、ドローンに使う無線システムといた

しましては、携帯電話のネットワークを使うような場合、あるいは無線ＬＡＮ

のネットワークを使うような場合、その他の場合と、大きく言うと３つぐらい

に分けられるのかなと思ってございます。特に携帯電話のシステムを使うよう

な場合には、先ほどもちょっと申し上げましたが、ＦＤＤ方式の場合には、も

う既に上空でも利用できるように技術的条件が、整備が完了してございますの

で、今後はＴＤＤでもきちんと使えることができるように、もちろん共用条件

等の検討が必要でございますが、今後きちんと技術的条件の検討を進めてまい

る予定でございます。 

 また、５ＧＨｚ帯ですとか６ＧＨｚ帯の無線ＬＡＮにつきましては、そもそ

も上空での利用ということがまだ想定されていないということで、技術的条件

はまだございません。したがいまして、きちんと地上系システムとの共用とい

ったことも含めまして、共用条件の検討などを行いまして、技術的条件の検討
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をまず行ってまいる予定でございます。 

 したがいまして、まずはドローンに使えるようなシステムについての選択肢、

これをきちんと広げていきたいということでございますので、特にこのシステ

ム、この周波数帯で使いなさいといったようなことよりも、まずはできるだけ

ユーザーの方々が使える選択肢を広げていきたいという趣旨でございます。 

 すみません。以上でございます。 

○笹瀬会長 ありがとう。よく分かりました。特に携帯と、それから、無線Ｌ

ＡＮの場合は、システムは違いますし、それから使うニーズも違う。特にロー

カル５Ｇになると、もっと具体的なニーズがあると思うので、そういうことで

選択肢を広げながら、いろいろなシステムでうまく対応できるように技術基準

を決めていくという理解でよろしいですか。 

○中村電波政策課長 御指摘のとおりでございます。ありがとうございます。 

○笹瀬会長 ぜひここは重要だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 私から以上です。 

 大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 個別については質問や意見等はございません。私もまだ慣れて

いない面もあるので教えてください。非常に多岐にわたる取組事項、検討事項

の御説明をありがとうございました。今後の取組や進捗に合わせた、振り返り

や進捗確認あるいは結果報告は今後どのようなスケジュールで行われるのでし

ょうか。基礎的なところになりますが、教えていただければと思います。 

 以上です。 

○中村電波政策課長 ありがとうございます。概要資料の２ページ目のところ、

周波数再編のＰＤＣＡサイクルというのを簡単にですが、御紹介させていただ

きました。本日御紹介させていただきましたアクションプランというのはまさ

しくアクションの部分ということで、何年までにどんなことを目指していくの



-28- 

かということをお示ししたものでございます。委員御指摘のとおり、では、そ

れがきちんとうまくいっているのかどうか。その振り返りといいますか、レビ

ュー、チェックという意味では、この絵の中、左側にございますが、電波の利

用状況の調査、評価といったことを毎年実施させていただいてございますので、

こういった中で、きちんと無線局が十分に開設されているのか、周波数が有効

に利用されているのか、そういったことをチェックさせていただくという予定

でございます。 

 以上でございます。 

○大久保代理 分かりました。利用状況調査評価の中で、全体の個別項目の振

り返りも含めて報告されるという理解でよろしいでしょうか。 

○中村電波政策課長 はい。そういったことを考えてございます。 

○大久保代理 分かりました。ありがとうございました。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。 

 長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 ありがとうございます。電波というのは本当にどんどん必要とな

ってきていますので、アクションプランに基づいて様々な検討をしていただき

ながら、例えば防災行政同報無線みたいなもののデジタル化がきちんと進んで

いくように、何が歯止めになっているのかというのを検討していただくことに

はなりますけれども、そういうのが進んでいけばいいなと思っています。 

 以上です。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。 

 林委員、いかがでしょうか。 

○林委員 ありがとうございます。４ページで一覧になっている重点的取組と

いうのは、いずれも時宜を得たものでありますので、その着実な進捗を期待し

たいところではございますけれども、１点、個別のところで、資料９ページの
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Ｖ２Ｘの検討推進につきましては、これは既存免許人が存在しますことから、

新たに検討される移行スキームの早急な策定とともに、過去の移行スキームの

例も参考にしながら、既存免許人との意見交換であるとか、あるいは調整をし

っかりしていただいて、円滑な移行が進むようにお願いしたいと存じます。こ

れはコメントでございます。 

○中村電波政策課長 ありがとうございます。ここの中では、すみません。十

分に御説明できませんでしたが、今ちょうど来年度に向けた予算要求というこ

とを行っているところでございます。この中で、こういった周波数の再編移行

に伴う必要な費用につきましての予算要求も行っているところでございます。

特に５.９ＧＨｚ帯におけます放送事業用のシステムがほかの周波数帯に移っ

ていただくために必要な費用ということが、まさしく予算要求の目玉にもなっ

ているところでございますので、既存の事業者の方々に迷惑がかからないよう

な形でスムーズな移行が進むように役所としてもいろいろと必要な方策を打っ

てまいりたいと考えているところでございます。ありがとうございます。 

○林委員 よろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。 

 矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 詳細な御説明をありがとうございます。大変多岐にわたって、緻

密な取組をなさっていらっしゃると感謝申し上げます。 

 １点、質問というか、３ページ目ですけれども、周波数の帯域確保目標とい

うのが出てくるわけで、これからまだ達成できていないところを令和７年度末

に向けて、取組内容及び方針などをお示しいただいたと理解しておりますが、

現時点でこの達成のために障害となるような、ないしは懸念されているような

状況、ないし事情といったものがもしあれば教えていただければと思います。

ないならないで、それで結構なことだと思っております。 
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○中村電波政策課長 ありがとうございます。全体が１６ＧＨｚ幅で、これま

でのところ３ＧＨｚ幅というようなことで、パッと見、大丈夫かというような

御心配も少しいただいているのかなと思ってございます。実は今年の１１月で

ございますが、国際的に見ますと、世界無線通信会議という、これは４年に一

遍開催されますＩＴＵの会議でございますが、ここの中で、やはり全世界的に、

携帯電話ですとか衛星通信用の周波数をどうやって増やしていくのかといった

ような議論がなされる予定でございます。当然こういったようなことを契機と

いたしまして、十分、この目標に近づく、目標を達成できるような形に持って

いけるのではないかというふうに我々は考えているところでございますが、き

ちんと目標を達成できるように、引き続き我々としても努力させていただけれ

ばと考えてございます。 

○矢嶋委員 御説明ありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いい

たします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 ほかに質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、本報告事項につきましては、これで終了したいと思います。どう

もありがとうございました。 

○中村電波政策課長 ありがとうございました。 

 

（２）令和５年度携帯電話及び全国ＢＷＡに係る電波の利用状況調査の調査結

果 

 

○笹瀬会長 それでは、引き続きまして、報告事項の２つ目です。 

 報告事項、「令和５年度携帯電話及び全国ＢＷＡに係る電波の利用状況調査

の調査結果」につきまして、入江移動通信企画官から御説明よろしくお願いい
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たします。 

○入江移動通信企画官 移動通信課の移動通信企画官の入江でございます。御

報告事項その２ということで、「令和５年度携帯電話及び全国ＢＷＡに係る電

波の利用状況調査の調査結果」について、御報告させていただければと思いま

す。資料につきましては、概要版と本体資料を御用意しておりますけれども、

概要版を使って、ポイントを絞って御説明できればと考えております。 

 ２ページ目を御覧ください。電波の利用状況調査の概要でございます。電波

の利用状況調査は、電波法に基づき、総務大臣が調査区分ごとに調査を行いま

して、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、結果の概要を公表する

ものとされております。この資料中、中央上の破線で囲まれた囲みのところで

すけれども、今回の調査につきましては、左側の電気通信業務用基地局という

ところでございまして、携帯電話と全国ＢＷＡの調査を実施したものとなりま

す。これは毎年行っております。 

 調査の結果でございますけれども、その後、公表と報告をされまして、評価

の案の検討を調査結果に基づきまして、電波監理審議会において御議論いただ

く、御検討いただくということでございまして、評価結果の公表ということで、

下のほうでございますけれども、プロセスとしてはそういった手続になってご

ざいます。 

 ３ページ目を御覧ください。有効利用評価方針の概要ということでございま

して、今回の報告対象は、評価の方法等のところで、（１）と（２）、そして、

（３）でございますけれども、今回は（１）の電気通信業務用基地局に係る評

価のための調査ということになってございます。この赤枠の囲みの中の下のほ

うですけれども、認定が満了した周波数帯等、認定の有効期間中の周波数帯等

に分けて、それぞれ実績評価と進捗評価を評価方針に基づいて評価いただくの

でございますけれども、そのためのバックデータということで、今回の調査を
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行ってございます。 

 ４ページ目を御覧ください。有効利用評価方針に基づく周波数帯の分類でご

ざいますけれども、今回は２つのカテゴリーに分けさせていただいておりまし

て、開設計画の認定の有効期間が満了した周波数帯、または開設計画の認定に

かからない周波数帯として、７００ＭＨｚ帯から２.５ＧＨｚ帯まで列挙して

ございます。 

 （２）、開設計画の認定の有効期間中の周波数帯として、以下の周波数帯を周

波数帯ごとにデータを収集したというものになってございます。 

 ５ページ目を御覧ください。電気通信業務用の無線局ということでございま

すけれども、現在、電気通信業務用としては、携帯電話事業者、そして、全国

ＢＷＡ事業者、計７社に周波数の割当てを実施してございます。各社に割り当

てられた周波数については下の表のとおりということになってございまして、

これについては昨年の報告と変わってございませんので、御参考ということで

紹介させていただいております。 

 ６ページ目を御覧ください。基地局数の調査結果となってございます。これ

はアップデートされまして、今回の調査の時点でございますけれども、今年の

３月末時点のデータを収集してございます。 

 この下の表でございますけれども、右下の表、右下の数字を御覧ください。

合計値でございますけれども、５Ｇ、４Ｇ、高度化、ＢＷＡ、そして、３Ｇと

いうふうにカテゴリーでそれぞれ赤い字で数字を書かせていただいております

けれども、５Ｇにつきましては、約１７万局ということで、前年度比プラス８.

２万局、増えてございます。 

 一方、一番下の３Ｇのところでございますけれども、２４万局ということで、

主に３Ｇは一部の事業者では既にサービスを終了しているシステムでございま

すので、そういったこともございまして、前年度比、６万局の減となってござ
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います。ただ、全体としては、マイグレーションで減っている数字以外は、計

画どおり、順調に数が増えているという状況でございました。 

 ７ページ目を御覧ください。７ページ目、周波数帯ごとの人口カバー率の調

査結果を御参考として掲げさせていただいております。それぞれ４Ｇ、５Ｇと

いうことで、カテゴリーに分けて数字を掲載させていただいております。 

 ８ページ目を御覧ください。３.７、４.０、４.５、２８ＧＨｚ帯といろいろ

書いてございますけれども、５Ｇ用周波数のカバレッジの調査結果となってご

ざいます。令和元年の４月に割り当てた５Ｇ用周波数、令和３年４月に割り当

てた１.７ＧＨｚ帯東名阪以外の５Ｇの高度特定基地局と、あと、５Ｇ基盤展開

率についての表になってございます。いろいろ細かい数字がございますけれど

も、開設計画時以上に進捗しているとデータとしては読み取れるということに

なってございます。 

 ９ページ目を御覧ください。先ほど２つのカテゴリーに分けて、周波数帯ご

とにデータを収集しましたという御説明を申し上げましたけれども、それ以外

に、周波数を横断した調査を昨年度と同様、調査してございます。そのうちの

幾つかを御紹介させていただければと思いまして、ここではインフラシェアリ

ングの取組に関する調査結果を概要版の中に入れさせていただいております。 

 インフラシェアリングの利用でございますけれども、昨年度と比較して、数

字としては大きく増加しているとデータからは読み取れるかなと思ってござい

ます。一番下の棒グラフでございますけれども、５Ｇ基地局におけるインフラ

シェアリング実施数の地域別割合ということで、左が東京２３区、水色ですか

ね。グリーンが政令指定都市、濃い青が中核市、その他が、ルーラルエリアが

主だと思いますけれども、茶色ということでございまして、割合としては都市

部とルーラルエリアの両方でインフラシェアリングが行われているということ

が、この帯グラフから分かるかなと考えております。 
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 １０ページ目を御覧ください。データトラフィックの調査結果でございます。

トラフィックにつきましては、先ほど申し上げました３Ｇのようなマイグレー

ション中で減っているものを除きまして、全体として、データトラフィックは

伸びているということがこの棒グラフから分かるかと考えております。 

 １１ページ目を御覧ください。これは昨年度の調査ではなかった項目でござ

いまして、ＳＡ方式の基地局数の調査結果となってございます。これが入った

経緯について、簡単に御説明したいと思います。昨年度の携帯電話等の有効利

用評価結果で、課題として提起された幾つかの項目がございまして、そのうち

の一つに、５ＧＳＡの導入に係る調査ということが項目として指摘されており

ます。 

 具体的には、総務省に対しまして、利用状況調査の対象に５ＧＳＡの導入状

況を加えることを検討、要請するという内容になってございまして、総務省と

して検討いたしました結果、今年度の調査から、このＳＡ方式の基地局数を調

査しようということで項目として入れさせていただきまして、結果としては下

の表のとおりとなってございます。 

 また、キャリアによっては法人向けの５ＧＳＡのサービスは比較的昔からや

っており、最近、一般向けにもサービスを開始した事業者がおりましたけれど

も、５ＧＳＡについてはまだ黎明期ということなのかと思っておりまして、数

字については少しずつという形なのかと考えており、今後の推移を見守ってい

くということが大事なのかなと考えてございます。 

 以上、駆け足になりましたけれども、令和５年度の携帯電話及び全国ＢＷＡ

に係る電波の利用状況調査の調査結果について報告させていただきました。あ

りがとうございました。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見等よろしくお願いいたします。 
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 大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 ９ページのインフラシェアリングについて、各社によってかな

り数が違います。ドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクというところで比べても差

分が大きい。これは何か基本的なところで仕組みが違う等の背景があるのでし

ょうか。 

○入江移動通信企画官 御質問ありがとうございます。インフラシェアリング

の形はいろいろございますけれども、例えばＫＤＤＩとソフトバンクは、２社

で５Ｇ ＪＡＰＡＮという組織をつくっておりまして、２社で共同してインフ

ラシェアリングを進めていくという取組を行っております。そのほか、ドコモ

とか、ＫＤＤＩも一部入っていますけれども、一般のインフラシェアリング事

業者と連携してやっているものもございます。なので、違いとしては、いろい

ろな要素、インフラシェアリングに対する考え方の違いというのもあるかなと

思っておりますけれども、具体的な例といたしましては、ＫＤＤＩとソフトバ

ンクのような共同の組織をつくって、インフラシェアリングを進めていこうと

いう動きもあって、そういった各社のインフラシェアリングに対する姿勢の違

いなのかなと考えてございます。 

○大久保代理 よく分かりました。ありがとうございました。 

○笹瀬会長 ほかにございますでしょうか。 

 では、私からも同じ質問よろしいでしょうか。ドコモのほうはもともとかな

り基地局をつくる場所があって、自社で頑張っていて、ＫＤＤＩとソフトバン

クに関しては今言ったように、一緒につくったほうが安いということで進んで

いったと思うんですけど、楽天モバイルはどうなんでしょうか。かなりインフ

ラシェアリングは少ないんですけど、これは自分で基地局を打っているという

理解でよろしいですか。 

○入江移動通信企画官 御質問ありがとうございます。楽天モバイルは、基本
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的には自社で打っている場合がまだ多いのかなと思っています。基地局の形態

も、彼らは仮想化という仕組みを使って置局しておりますので、そういった基

地局に対するやり方の違いのほかに、インフラシェアリング事業者に頼むのと、

自分でやるのと比較考量して、自分で置局するほうが安いという判断をしてい

るという面もあるのかなと考えております。 

○笹瀬会長 分かりました。どうもありがとうございます。 

 それでは、長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 ありがとうございます。これは部会で評価していくことになると

思いますので、またお話を聞かせていただきながら勉強していこうと思ってい

ます。 

 以上です。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。 

 林委員、いかがでしょうか。 

○林委員 林です。１点だけ。私も９ページのインフラシェアリングのところ

についてでございますけれども、今回は５Ｇの基地局に限定しているというこ

とかと存じますが、理想的には４Ｇも含めた評価を実施するということが望ま

しいのではないかと思います。ただ、必要なデータを十分かつ効率的に取得す

るというのが現状では難しいと思いますので、そのことを踏まえて、現状では

５Ｇ基地局にせざるを得ないというのは十分理解できるところでございます。

この点は今後の検討課題ということで理解してよろしかったでしょうかという

ことの確認でございます。 

 以上です。 

○入江移動通信企画官 ありがとうございます。先生御指摘のとおり、４Ｇの

インフラシェアリングにつきましては、各事業者がシステム上、情報を把握し

ておりませんので、実際、基地局の設計図等も見ながら判断していかないと、
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インフラシェアリングをどういう形でやっているのかというのも分からないと

いうことは聞いてございます。ただ、今後の検討課題として、４Ｇのインフラ

シェアリングについても重要であるという御指摘は、御指摘のとおりでござい

ますので、実現可能性という問題はあるのかもしれませんけれども、総務省側

としても４Ｇのインフラシェアリングで何か調査できないかというのは検討し

ていきたいとは思ってございます。 

○林委員 よろしくお願いします。 

○笹瀬会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、矢嶋先生はいかがでしょうか。 

○矢嶋委員 御説明ありがとうございます。私もインフラシェアリングについ

て質問があったんですが、ちょうど皆様の御質問と、それへの御回答で理解い

たしましたので、追加の質問はございません。また、有効利用評価のほうで検

討結果を拝見いたしたいと思っております。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。 

 それでは、今後は有効利用評価部会について評価案の検討をお願いしたいと

思います。林部会長、どうぞよろしくお願いいたします。これはデータ調査結

果、今回のデータトラフィックとか、ＳＡ方式、インフラシェアリングという、

こういうデータの調査結果をまとめていただいていますが、少し中身が分かり

にくい面もあると思いますので、ぜひ評価案の検討に関しましては、必要に応

じて携帯電話事業者等からヒアリングもお願いしたいと思います。また、電波

監理審議会が有効利用評価を実施して公表するまでの間、審議内容については

慎重に取り扱う必要があると思いますので、本報告に関する議事録等は評価後

に公表したほうがいいと思いますので、そうさせていただければと思いますが、

いかがでしょうか。 

 林部会長、いかがでしょうか。 
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○林委員 おっしゃるとおりかと存じます。しかと承りました。 

○笹瀬会長 それでは、もう一度繰り返します。１点目は、この調査結果に関

して、部会で、特別委員の方と一緒に議論していただいて、結果だけで分から

ない場合はこのデータについて総務省の方からもうちょっとデータの意味を伺

い、それでも分からない場合に関しては、携帯電話事業者等から具体的にヒア

リングして聞くということにさせていただきたいと思います。 

 それから、審議内容に関しては、評価後に公表ということで、それまでは公

表を行わず、具体的なやり方に関しましては、林部会長のほうで、よりよいヒ

アリングや進め方について、御検討よろしくお願いいたします。 

○林委員 かしこまりました。 

○笹瀬会長 よろしいでしょうか。それでは、本報告事項につきましては、こ

れで終了したいと思います。どうもありがとうございました。 

○入江移動通信企画官 ありがとうございました。 

 

（３）７００ＭＨｚ帯における移動通信システムの普及のための特定基地局の

開設計画に係る認定申請の受付開始 

 

○笹瀬会長 それでは、引き続きまして、報告事項の３つ目です。「７００ＭＨ

ｚ帯における移動通信システムの普及のための特定基地局の開設計画に係る認

定申請の受付開始」につきまして、これは入江移動通信企画官から御説明よろ

しくお願いいたします。 

○入江移動通信企画官 引き続きまして、御報告させていただきます。移動通

信課の入江でございます。よろしくお願いします。 

 では、３つ目の報告事項でございますけれども、「７００ＭＨｚ帯における移

動通信システムの普及のための特定基地局の開設計画に係る認定申請の受付開
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始」という資料に基づいて、御説明させていただければと考えております。 

 まず、資料２ページ目、一枚おめくりいただきまして、７００ＭＨｚ帯にお

ける３ＭＨｚの周波数割当てについて、概要をまとめさせていただいておりま

す。７００ＭＨｚ帯は、広いエリアカバーが可能な、いわゆるプラチナバンド

でございまして、携帯電話への割当てに向けて、情報通信審議会において既存

システムとの共用条件を検討していただいておりました。本年秋頃の周波数割

当てに向けて、８月２９日に割当方針、開設指針を制定するとともに、８月２

９日から９月２９日までの間、事業者から、開設計画の申請を受け付けてござ

います。なので、今現在は、開設計画の申請受付期間中であるということにな

ってございます。 

 この開設指針の案につきましては、７月３１日の電波監理審議会に諮問させ

ていただきまして、適当である旨、御答申いただきましたので、官報に掲載し

て、この開設指針に基づいた開設計画の申請を募集しているというステータス

でございます。 

 資料３ページ目を御覧ください。今後の流れも含めて、スケジュールを可視

化したものが周波数割当ての流れとなってございます。今現在、真ん中の赤枠

で囲まれている開設計画の申請受付、８月２６日から９月２９日までというフ

ェーズになってございますが、今後、申請がございましたら、申請の審査をい

たしまして、絶対審査、複数社の申請があった場合には比較審査を行い、電波

監理審議会への諮問の準備をするということで、総務省としては段取りを考え

ております。その後、御答申いただきました場合には、開設計画の認定を総務

大臣が行うという段取りになってございます。枠としては１社なので、携帯電

話事業者１社に対して割当てを行うということになってございます。 

 ４ページ目からは、絶対審査基準、比較審査基準と資料に入っておりますけ

れども、これは７月３１日に電波監理審議会で開設指針について議論をいただ
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いたときに、（案）として提出させていただいたものが、（案）が取れたという

形になってございますので、御参考までということで説明は割愛させていただ

きたいと思います。 

 一番最後に報道資料がついてございます。これにつきましては、受付開始の

とき、８月２９日のときの報道資料をつけてございますけれども、私からの報

告事項と特段、追加で説明する内容はございませんので、これも御参考という

形にさせていただければと思います。 

 以上、駆け足になりましたけれども、私からの報告は以上とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見等よろしくお願いいたします。 

○林委員 林でございます。会長、１点、発言させていただいてよろしゅうご

ざいましょうか。 

○笹瀬会長 どうぞ。お願いします。 

○林委員 ありがとうございます。大変恐れ入ります。今回の割当ての審査に

当たりまして、電波監理審議会として事業者ヒアリングを実施する予定はある

かについて確認させていただきたいと思います。この点、もし御検討中という

ことであれば、できればぜひ実施していただきたいと思います。 

 さらに追加の要望で恐縮でございますけれども、もしヒアリングが実施可能

だということでございますれば、ヒアリングという性格上、事業者をお招きし

て、リアルもしくはハイブリッドによる会議開催にしてはどうかと思いますの

で、併せて御検討いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。林委員からの御提案、非常にい

い御提案と思います。 

 大久保会長代理、いかがでしょうか。まず、説明自体の質問、御意見と、そ
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れから、ヒアリングするかどうかに関しての御意見と、それから、ヒアリング

する場合に関して、対面もしくはハイブリッドで行うことに関する林委員から

の御提案、これについてお答えいただけるとありがたいです。よろしくお願い

します。 

○大久保代理 全体および今回の開設申請の対応については、特段の意見等は

ございません。本件は非常に重要な案件であり、社会等からも注目されている

案件だと思います。林先生の御提案のとおり、しっかりとプロセスを踏むとい

う意味で、直接的に申請者からいろいろな考え方を確認する場があった方が良

いと思います。林先生の御提案に私は賛同いたします。 

 以上です。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。 

 長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 長田です。御説明ありがとうございました。特に質問はございま

せん。それから、ヒアリングはぜひ実施していただきたいと思っています。こ

れまでもさせていただいていると思いますし、今回のこの割当ての周波数を十

分に生かして、どういうふうに使用していけるのかというところはぜひ直接お

伺いしたいと思っておりますので、対面もしくはハイブリッドでという御提案

に賛成いたします。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。 

 それでは、矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 私もこの認定申請の受付を開始された点については、大変順調に

進んだと理解しておりまして、喜ばしい結果だと思っております。実際に事業

者選定に当たりましては、ヒアリングするという林委員の御提案には私も賛成

いたします。方式については御一任いたしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 
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○笹瀬会長 ありがとうございます。 

 林委員、いかがでしょうか。 

○林委員 ありがとうございます。各委員の先生方からの御賛同を賜りました。

それから、会長の御賛同を賜りまして、誠にありがとうございます。会長及び

委員の先生方から御賛同いただきましたので、事務局におかれましては、この

ような方向で進めいただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。 

 それでは、私から。ヒアリングはぜひ実施すべきだと思いますけれども、対

面ができれば対面で、もしくはハイブリッドでよろしくお願いします。 

 事務局にお伺いしたいんですけども、まだ申請受付中ですが、どういう状況

かはここでお話しいただけるんでしょうか。それとも、まだ分からないんでし

ょうか。 

 というのは、この後、ヒアリングをするとした場合にヒアリングの仕方が随

分変わってくると思いますので、事務局のほうで何か御意見等ございますか。 

○松田幹事 ありがとうございます。事務局の松田です。応募の状況について

は、まだ締切り前でございますので、はっきりしたことは言えない状況かと思

います。いずれにしましても、ヒアリングに向けまして、段取り等を調整させ

ていただきたいと思いますので、今後、やり方等、御相談させていただきつつ、

進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。これはあくまでヒアリングですよね。そ

こで、どちらがいいかという、そういう判断をする必要があるんでしょうか。 

○松田幹事 いえ、あくまでもヒアリングでございます。 

○笹瀬会長 ヒアリングだけですね。実際は、絶対評価に関しては、総務省の

ほうでやっていただいて、比較審査に関しても総務省の中で行うという理解で

いいですね。 
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○松田幹事 はい。審議会におきまして、別途諮問させていただいて、電監審

のところへ答申いただくという流れになっております。 

○笹瀬会長 それでは、申請者に関するヒアリングを実施するということに関

しては、大方、同意が取られたと思いますので、実施することにいたしたいと

思います。また、やり方に関しましては、委員の方の御都合も踏まえながら、

全員対面か、もしくは部分的なハイブリッドで行うということで、電波監理審

議会としてヒアリングを実施するということにしたいと思います。あと、この

場合は臨時の電波監理審議会を開催して行いますので、開催の日時や実施方法

につきましては事務局において調整をよろしくお願いいたします。よろしいで

しょうか。 

○松田幹事 かしこまりました。調整させていただきたいと思います。 

○笹瀬会長 それでは、この報告事項に関してはこれで終了したいと思います。

どうもありがとうございました。 

 林委員、どうも御提案ありがとうございました。 

○林委員 ありがとうございました。 

○入江移動通信企画官 ありがとうございました。 

○笹瀬会長 それでは、以上で総合通信基盤局の議事を終了いたします。 

 総合通信基盤局の職員の方は御退室よろしくお願いいたします。 

（総合通信基盤局職員退室） 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 

閉    会 

 

○笹瀬会長 それでは、本日の会議はこれにて終了いたしますが、答申書につ

きましては、所定の手続を行っていただいて、事務局から総務大臣宛てに提出
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をよろしくお願いします。 

 それから、次回の定例会の開催は、平和５年１０月２３日１５時からを予定

しておりますけれども、別途、今お話ありました、「７００ＭＨｚ帯移動通信シ

ステムの特定基地局開設計画に係る申請者のヒアリング」の実施につきまして

は、事務局から改めて連絡をさせていただきますので、御対応よろしくお願い

いたします。 

 事務局から何か追加のコメント等ございますか。 

○松田幹事 事業者ヒアリングにつきましては、後ほど、調整して御連絡差し

上げたいと思いますので、その際にはよろしくお願いいたします。本日はあり

がとうございました。 

○笹瀬会長 それでは、本日の審議会を閉会といたします。どうも長い時間あ

りがとうございました。 

 


